
協議第１８号  
 
   合併協定項目一括提案について  

 
以下の協定項目について、次のとおり一括提案する。  

 
１～１５ 略 

 

１６ 国民健康保険事業の取扱い 

 

（１） 国民健康保険税について 

  ① 納期については、８期（７月～２月）とし、合併する年度

の翌年度に川本町の制度に統合する。それまでの間は、現行

のとおりとする。 

  ② 税率については、合併後３年を目途に再編する。それまで

の間は、現行のとおりとする。 

  ③ 最高限度額については、合併後３年を目途に税率と合わせ

て再編する。それまでの間は、現行のとおりとする。  
（２） 軽減措置については、現行のとおりとする。減免措置につ

いては、合併する年度の翌年度に再編する。それまでの間は、

現行のとおりとする。  
（３） 短期被保険者証及び資格証明書について 

  ①  短期被保険者証交付については、有効期限について合併   

時までに実施に向け調整する。 

  ② 資格証明書交付については、合併時までに実施に向け調整

する。 

（４） 国民健康保険運営協議会については、合併時、法令に従い

新たに設置するものとする。  
 
 



 
（５） 国民健康保険基金について  
① 基金については、すべて新市に引き継ぐ。  
② 高額療養費貸付については、合併する年度の翌年度から支

給額の９０％以内とし、それまでの間は、現行のとおりとす

る。違約金については、合併する年度の翌年度に廃止する。

それまでの間は、現行のとおりとする。  
③ 出産費資金貸付については、現行のとおりとし、違約金に

ついては、合併する年度の翌年度に廃止する。それまでの間

は、現行のとおりとする。  
（６） 国民健康保険優良世帯表彰については、合併時に廃止する。  
（７） 出産育児一時金と葬祭費については、現行のとおりとする。  
（８） 保健事業については、新市において人間ドック及び脳ドッ

ク事業を実施する。合併する年度の翌年度から対象は満３５

歳以上とし、助成額は２５，０００円とする。それまでの間

は、現行のとおりとする。  
また、相違ある事業については、合併後に調整する。それ

までの間は、現行のとおりとする。  
 

 

１７～２１ 略  
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